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概　　観

本稿では，イギリスの労働市場について，ホワ
トカラー，管理職層，経営者を対象に，主に日本
的雇用制度との関連において検討する。筆者の聴
きとり調査に従えば，主な論点は以下の通りであ
る。

1　採用─企業は労働力をどこから調達するか

一般に，新規学卒採用は日本企業の固有の慣行
であり，イギリスを含めて海外では中途採用が一
般的であると言われている。しかし筆者の調査に
よれば，必ずしもこの点は日本企業の「お家芸」

ではない。ミルクラウンドと呼ばれる大学での説
明会からテスト，本社でのビジネス・ゲーム，と
ロンドンの金融街で最も新卒採用を組織的に行っ
ているのは，アメリカ系，イギリス系企業である。

また新規学卒採用は，当該職能が確立した職業
団体と対応しているかという点とも関係してい
る。確立した職業団体という供給源があれば中途
採用を給源とした方が訓練コストを節約できるか
らである。実際同一企業でも職業資格と対応して
いるマーケティング職能や会計職能では中途採用
に積極的であるのに対して，支店の第一線のオペ
レーションでは新規学卒採用が中心である。ただ
しある企業のマーケティング職能では，中途採用
はジョブ・グレイドの下 2 つの階層に限られてお
り，中途採用が行われている場合も企業内労働市
場の全ての階層を対象にしているとは限らない。

2　企業内キャリア─育成と昇進はどの様にして
行われるか

企業内キャリアに関しては，人事権が本社人事
部に集約され，職能を越える異動が頻繁に行われ
る日本と異なり，イギリスでは従業員のキャリア
はほぼ職能内で完結している。彼我のこうした違
いは，企業内労働市場と外部労働市場，どちらが
人的資源の配分において重要であるかの違いを反
映していると言えるだろう。

イギリスの労働市場

八代　充史
（慶應義塾大学教授）

この国の労働市場
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ただし会計職能では，同一職能内では，例えば
会計職能では財務会計と管理会計の両方を経験さ
せることによって螺旋状に昇進していくキャリア
を経験していた。また職能に関係なく，ファス
ト・トラックの従業員に関しては職能を越える異
動を行うことが可能であると言う。その理由は
ファスト・トラックの従業員が本社の人件費で雇
用されているという点にある。イギリスの企業で
は，企業内キャリアの幅が各従業員の人件費の所
在と密接に関係しているのである。

また，空席を充当するポリシーは「ベスト・
キャンディデイト」であり，「空席の発生，即ち
外部労働市場」ではなく，社内でまず適材を調達
する努力がなされている。

さらにイギリスでは CEO は社内の登用よりも
ヘッド・ハンターを活用して社外取締役のネット
ワークを駆使した社外からの招聘が主流である。

「社内育成か社外から調達か」という問題は，ホ
ワイトカラー・管理職層だけではなく経営者の労
働市場にも存在するのである。

3　報酬─賃金は仕事で決まるのか

賃金制度は，日本は職能資格制度等「属人給」
が中心であるが，イギリスは「仕事給」である。
しかし内実は，業種によって異なる。例えば職務
評価に基づきジョブ・グレイドを構築して，各等
級にサラリー・バンドが対応する職務給を採用し
ている企業が見られる。他方，投資銀行では職務
給を採用している企業は皆無であり，すべての企
業がウェイジ・サーベイに基づいて賃金を決めて
いた。職務給は企業内の職務価値の序列であり，
言わば「仕事の企業価値」で賃金を支払う仕組み
である。他方ウェイジ・サーベイは企業が提供し
た職務毎の賃金データに基づいて企業が社外から
労働力を調達した際の賃金相場を調査する仕組み
であり，「仕事の外部（労働市場）価値」を賃金で
表している。その意味で，より流動的な労働市場
における人材獲得競争に対応していると言えるだ
ろう。

Ⅰ　は じ め に

この稿では，筆者の聴き取り調査に基づいて，
イギリスの労働市場について論じたい。

とは言え，掲題については，これまで数多の研
究が行われている。労働組合，労使関係，職業訓
練，職業紹介など日本語になる物だけでも膨大で
あろう。しかし，膨大な研究の蓄積にも関わらず，
ホワイトカラー，特に経営・管理職層の労働市
場，人的資源管理については，体系的な研究は大
きくない。また，日本に充分事実が伝えられてい
るとは言えない。そこで本稿は，こうした観点か
らイギリスの労働市場を概観する。ただし聴き取
りは 3 つの時期に行われており，必ずしもすべて
が現状を反映している訳ではない。また，筆者が
専門としているのは日本の人的資源管理であり，
イギリスのそれではない。本稿の論点はあくまで
日本的雇用制度との比較を念頭に置いた物であ
り，イギリス労働市場に存在する重要な問題を検
討していない可能性があることを予めお断りして
おきたい。

本稿の構成は，下記の通りである。まずⅡは，
「国間比較」であり，1990 年代の知見に基づきイ
ギリスの労働市場を英国企業と日本企業の比較に
おいて考察する。念頭に置いているのは，金融機
関である。Ⅲは，2000 年代前半における「資本
国籍間比較」であり，ロンドンという同一市場で
競争している投資銀行という同一産業の異なる資
本国籍の企業の比較によってイギリスの労働市場
を検討する。Ⅳは「イギリスにおける日系企業間
比較」であり，Ⅲの日系金融機関を深掘りするこ
とで企業内労働市場の構造が如何なる物であるか
を明らかにする。Ⅴは直接の日英比較ではない
が，イギリスにおける経営者の労働市場，具体的
には産業としてのビジネススクールや社外取締
役，CEO の労働市場に関する 2015 年の状況をま
とめたものである。
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Ⅱ　1993 〜 1995 年の「国間比較」から
見た金融機関の雇用管理

1　先行研究，問題意識

まず本節は，1990 年代の「国間比較」（産業や
企業規模，職種を可能な限り統御した上で，異なる
国の人的資源管理の比較検討）によりイギリスの大
卒社員の雇用管理を検討する 1）。一般に，イギリ
スでは新規学卒採用は行われていない，その結果
企業は必要に応じて労働力を中途採用という形で
調達する，また雇用は「就職」，即ち仕事に対す
るものであるから，個人の希望する仕事が公募の
対象になる場合を除いて異なる仕事への配置転換
は稀である。当時はその様に考えられていた。果
たしてこの点が事実かどうかを確認することが，
筆者の問題意識だった（八代2002）。

この点は八代（1994），同（1996），同（1997），
同（2002）でも述べたが，イギリスの企業でも新
規学卒採用は行われている。もちろん，新規学卒
者に対する依存度は企業によって異なる。また同
一企業内でも会計職能やマーケティング職能では
新卒採用は余り行われていないが，第一線の支店
業務では積極的であるという様に，職能間で対応
が異なる場合もある。また，中途採用が行われて
いる場合でも，必ずしも企業内労働市場の全ての
レベルがその対象である訳ではない。例えば，あ
る企業のマーケティング職能では新規学卒採用は
行われないが，中途採用は賃金に対応するジョ
ブ・グレイドの下 2 つに限られていた。

次に職能間の異動に関しては，職能内を基本と
しながらも職能を越える配置転換が頻繁に行われ
る日本とは異なり，イギリスでは従業員のキャリ
アは基本職能で完結しているが，同一職能内で
は，例えば会計職能では財務会計と管理会計の両
方を経験させるなど幅広い仕事を経験していた。
またファスト・トラックの従業員に関しては本社
が人件費を負担しているので，職能を越える異動
を行うことが可能であると言う。

2　金融機関における「国間比較」

以上が，言わば「総論」であるとすれば，八代

（1998）は日本の信託銀行とイギリスの投資銀行
の会計職能を対象にした「国間比較」を通じた

「各論」である。
第 1 点は，大卒ホワイトカラーのキャリア形成

が，日本と比べてイギリスにどの様な特徴がある
かである。日本では新規学卒採用が原則であるの
に対して，イギリスではマネジャークラスからの
中途採用が常態である。これは人的資本理論で言
う「 一 般 的 能 力 」 に 相 当 す る CA（Chartered
Accountant）という職業資格が重視されているか
らである 2）。しかし新規学卒者を採用して，
CIMA（Chartered Institute of Management
Accountant）という資格を OJT で取得させる企
業も現れていた。

次に企業内キャリアについて。日本の信託銀行
では職能を越える配置転換一般的である。イギリ
スでは従業員のキャリアは会計という職能内でほ
ぼ完結している。しかし，職能内では多様な仕事
を経験して，財務会計と管理会計を共に経験しな
がら螺旋状に昇進していくキャリアが観察され，
マネジャークラスになると会計職能から他職能へ
の異動が行われていた。

第 2 点は，人事制度である。日本の企業では賃
金を決定するのは職能資格制度であるのに対し
て，イギリスではマネジング・ディレクター，エ
グゼクティブ・ディレクターといったジョブ・タ
イトルにサラリー・バンドが対応しており，各々
のバンドは外部労働市場の賃金相場を表すウェイ
ジ・サーベイによって決められる。さらに人事権
に関しては，日本では支店内の配置転換が支店長
の権限であるほかは本社人事部の専決事項である
のに対し，イギリスでは職能内のキー・パーソン
に関しては人事委員会が従業員のキャリアを決め
ていた。これは，彼らのキャリアが職能内でほぼ
完結することに対応すると言えるだろう。

Ⅲ　2003 〜 2005 年の「資本国籍間比較」
から見た投資銀行の人的資源管理

1　資本国籍間比較とは

次は 2003 〜 2005 年にかけて筆者が従事した，
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ロンドン市場における「資本国籍間比較」である。
前節の「国間比較」は，異なる地域の人的資源管
理や雇用制度を他の条件を一定にして比較するこ
とだった。これに対して「資本国籍間比較」は産
業及び市場を統御した上で，人的資源管理や雇用
制度を異なる資本国籍間で比較することである。
資本国籍を越える人材獲得競争の結果，雇用制度
や人的資源管理が同一の方向を向いているか（収
斂），お国柄や戦略によって異なったままか（差
異化）が明らかにできるのが，その長所である。　

以下では八代（2005；2017），に依拠しながら，
ロンドンにおける投資銀行の資本国間比較の結果
を見ることにしよう。

2　採用，キャリア形成，賃金

まず，日本の人事制度の中心は職能資格制度で
あるが，イギリスの投資銀行の人事制度の中心は
ジョブ・タイトルである。マネジリアル・グレイ
ドの階層はバイス・プレジデント，マネジング・
ディレクターなどのジョブ・タイトルに区分さ
れ，その下に新卒社員を格付けるアソシエイト，
アナリストというトレーニーの階層がある。

職能資格制度では給与の一定割合は個人が在籍
している資格等級によって決められるが，ジョ
ブ・タイトルと給与の関係は①給与との間に一定
の対応があるコーポレイト・タイトル，②給与と
の対応はなく，対外的必要性のみに基づくマーケ
ティング・タイトル，という 2 つに分けられる。
調査対象企業ではコーポレイト・タイトルは少数
派であり，マーケティング・タイトルを採る企業
の方が多くなっている。

次に採用について，中途採用は企業内労働市場
全ての階層で行われており，企業内昇進が中心で
ある所は日系，非日系を問わず皆無である。ただ
しイギリスの企業では，空席を充当するポリシー
は「ベスト・キャンディデイト」であり，「空席
の発生，即ち外部労働市場」ではなく，社内でま
ず適材を調達する努力がなされている。この点
は，コーポレイト人事担当者，投資銀行部門人事
担当者，ライン・マネジャーが強調していた点で
ある。

同様な点は，新卒採用においても見出された。

ミルクラウンドと呼ばれる「大学での説明会，テ
スト，本社でのビジネス・ゲーム」とロンドンの
金融街で最も新卒採用を組織的に行っているのは
米系，英系企業であり，これに続くのが仏系企業
である。他方日本本社では「完成された新卒採用」
を行っている日系企業は，シティでは皮肉にも最
も新卒採用に依存しない企業である。

それでは，投資銀行におけるキャリア形成は一
体どの様な形で行われているのだろうか。この点
は部門や職種によって異なる。フィクスト・イン
カムやエクイティなどの部門では，セールス，ト
レーダー，リサーチといった職種毎に労働市場が
形成されており，同一職種内の企業間のヒトの異
動は日常茶飯事であるが，一部の例外を除けば職
種を越える異動が行われることはない。他方仏系
企業の人事担当者によれば，インベストメントバ
ンキング部門では中途採用はもちろんのこと，そ
れと並行して企業内昇進も行われている。

賃金については，マクラガン（McLagan）が実
施するウェイジ・サーベイが重視される 3）。同社
は，ロンドンの金融機関から守秘義務を前提に賃
金のデータを入手し，それに基づいて職種毎，職
務毎の標準的な金額（これをマーケット・レートと
言う）を提示する。他方ヘイ・システムに代表さ
れるジョブ・グレイドや職務給は存在しない。投
資銀行では，労働市場が流動的であり，外部労働
市場に対して報酬をコンペティティブにする必要
がある為，「仕事の企業内価値」を表す職務給よ
りもよりも「仕事の外部（労働市場）価値」の指
標であるウェイジ・サーベイの結果の方が重視さ
れるのではないだろうか。

Ⅳ　2003 〜 2005 年の「日系企業間比較」
から見た金融機関の人的資源管理

1　日系企業における企業内労働市場の構造

これまで，「国間比較」「資本国籍間比較」を取
り上げたが，本節では八代（2008，2017）に基づ
いてロンドンの日系金融機関をさらに検討し，日
本人出向者とローカル・スタッフによる企業内労
働市場の構造を明らかにしたい。
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まずイギリスの日系の金融機関では，①経験者
の中途採用，②コーポレイト・タイトル，③ウェ
イジ・サーベイといった点でロンドン市場のベス
ト・プラクティスに収斂している。

問題は，こうしたベスト・プラクティスに収斂
した人的資源管理が，果たして誰を対象としてい
るかである。例えばある企業では，日本人出向者
の給与を決めているのは日本本社であり，東京の
人事制度（即ち，職能資格制度）を基本とした東
京のものが適用されている。従って，彼らの賃金
はウェイジ・サーベイに含まれていない。このこ
とは，日本人出向者とウェイジ・サーベイで給与
が決められるローカル・スタッフとの間に，給与
と職位に関する「二重構造」が存在することを示
している。

2　日本人出向者の役割

日系金融機関が，なぜこうした「二重構造」を
自らの中に内包しているのかを探るために，日本
人出向者の割合を見よう。まず投資銀行において
は，従業員数 1000 人弱の企業では 6%，500 人弱
の企業では 13% である。商業銀行では，従業員
数 400 〜 600 名で，日本人出向者比率は 13 〜
15% となっている。他方日系以外の投資銀行で
は，本国からの派遣者の比率は従業員数の 1 割程
度である。

日本人出向者が果たしている役割であるが，本
社とローカル・スタッフの橋渡しの役割を果たす
ことや，日本本社─現地法人という企業グルー
プ内で若手従業員の人材育成を行うことなどが指
摘された。しかし，最も重要なのは，現地法人が
ロンドン市場で「差異化戦略」の為に日本人を必
要としており，各社とも日本人出向者比率と「日
系依存度」の間に強い相関が存在することであ
る。例えば，先の日本人出向者比率 6 % の日本
人出向者比率の違いは正にこの点に対応してお
り，エクイティ部門では日本人出向者比率が 15%
と高く，さらに日本人部門長の直属の管理職の多
くも日本人である。即ち日本株という「プロダク
ト」や日系機関投資家という「顧客」を扱う部署
では日本人をキー・ポジションに据えることが必
要なのである。

さらに八代（2016）によれば，日系企業の人的
資源管理は，監督行政とも関係している。金融機
関の場合，現地法人化している場合も日本の監督
官庁に服するので文書は日本語，そして監督官庁
とのやり取りも本社経由ということになる，従っ
て現地と本社との調整は日本人が担わざるを得な
い。

こうした点を前提とすれば，問題は単にローカ
ル・スタッフを管理職に登用するかどうかという
点には留まらない。例えば，イギリス日系企業の
ローカル管理職から，「日本人がローカル管理職
を会議に入れず日本人だけで会議をするのは差別
だ」という趣旨の発言がなされたことがある。ま
た，別のイギリスにおける日系企業の現地法人で
は，ローカルの幹部社員が派遣社員による意思決
定から自分が疎外されていることを「差別」とし
て係争案件にするのも厭わないと言う。即ち，
ローカル・スタッフを形式的にキー・ポジション
に昇進させても日本人出向者とローカル・スタッ
フの間にコミュニケ―ションがなければ問題は解
決しないのである。

Ⅴ　2015 年の聴き取り調査から見た
ビジネススクールと経営者の労働市場

これまで，「国間比較」や「資本国籍間比較」
を通じてイギリスの労働市場を日本的雇用制度と
の関連において検討した。本節では，日本企業や
日系企業との直接の比較ではないが，日本的雇用
制度との関連で 2 つの点に言及する。第 1 はビジ
ネススクールである。日本ではビジネススクール
への派遣はなお企業派遣が多いが，イギリスでは
個人負担である。要は，ビジネススクールは転職
やサラリーアップを目的とする人的資本の自己投
資の手段なのである。産業としてのビジネスス
クールは，こうした個人の需要にどの程度応えて
いるのだろうか。

1　産業としてのビジネススクール

イギリスにおけるマネジメント教育はサッ
チャー政権時代の 1980 年代に遡り，現在イギリ
スだけでも 200 校近くのビジネススクールがあ
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る。しかし伝統ある大学では，自然科学はもちろ
ん，人文系では神学や哲学といった深淵な学問が
序列の上位に位置づけられており，「実務に近い」
経営学の位置づけはこれまで高くはなかった。エ
ジンバラ，ケムブリッジ，オックスフォードと
いった伝統的な大学がビジネススクールに参入し
たのは 1980 〜 90 年代と比較的最近である。

聴き取り調査によれば，ビジネススクールを産
業として捉えると「学生の選抜→教育→就職→賃
金→選抜」という循環が存在し，様々な機関が

「格付」を行う。成功しているビジネススクール
は，この循環を通じて拡大再生産されていく。格
付けの指標は，教員や学生のダイバーシティや
GMAT の点数など様々だが，最も重要であるの
は，平均年収とMBA前後の年収の変動幅である。
ビジネススクールの資金調達先は，授業料と国家
の補助金，寄付金が重要に見えるが，実は収入の
多くは企業向けの各種研修である。では，収入に
それほど影響のない MBA の格付がなぜ重視され
るのか。それは格付けが上がれば良い学生を採用
できるし，彼らが良い企業に就職して年収がアッ
プ，結果ランキングが上昇すれば研修を受注する
際有利になるからである。

もっとも，イギリスのビジネススクールがすべ
てこうしたビジネスモデルに従う訳ではない。あ
る教授によれば，イギリスにおける「広義」のビ
ジネススクールは次の 4 つに類型化される。まず
第 1 のタイプは，「総合ビジネススクール」とで
も呼べるべきもの。MBA から EMBA（Executive
MBA），企業研修，ケース教材の開発と幅広い。
イギリスではロンドン・ビジネススクール，海外
では INSEAD，IMD，また北米の大学などがこ
のグループに属する。学生の圧倒的多数は MBA
である。

第 2 グループは，第 1 のグループに比べて学部
学生のウェイトが高く，MBA は 20~70 名程度，
その他 MSc（MasterofScience）といった MBA
以外の修士号のコースを設けており，ハイブリッ
ドである。エジンバラ，ウォーリック，バース，
ランカスター，といった大学がこのグループであ
る。ケムブリッジとオックスフォードは第 1 グ
ループと第 2 グループの境界線上であると言う。

第 3 グループは伝統的経営学部の体制を維持し
ており，MBA は少数であるというもの。ロンド
ン大学の多くのカレッジはこのグループである。
各グループ間の違いは MBA の比率とそれを反映
した授業料の違い，その点と密接に関係するであ
ろうがサポートスタッフと教員の割合である。

最後に第 4 グループとして，MBA は自前では
行わず他大学との提携のみに留めるというロンド
ン・スクール・オブ・エコノミクスがある。各々
の大学は，自らの立ち位置を考えて，「ビジネス
スクール市場」で差別化を指向しているのであ
る。

2　経営者の労働市場

さて，これまで本稿で取り上げたのは全て雇用
労働者だった。しかし，労働市場で取引の対象と
なるのは，雇用労働者に留まるものではない。
CEO や社外取締役といった「経営者」について
も「選考」「報酬」「交代」は存在する。本節では
彼ら経営者をも広義の労働市場の構成員と見な
し，イギリスにおける経営者の労働市場の実情を
探りたい（八代2015）。

まず，ある日系金融機関の事例である。同社は
本社の役員を兼任する CEO を筆頭に，CFO（Chief
FinanceOfficer），CRO（ChiefRiskOfficer） と い
う経営陣を含む 7 名の取締役中で 2 名が社外取締
役である。取締役の選任，解任及びその報酬は取
締役会，正確には取締役会に設置された報酬委員
会が実質的な決定を行う。構成は CEO，CFO，
会長，副会長，人事部長，の 5 名である。これま
で取締役会のインタビューでボードに擬せられた
者が「No」と言われた事案は存在しないが，あ
くまでも報酬委員会のインタビューが最終決定で
ある。社外取締役の選任に関しては，特別な規制
は存在しない。ただ，例えば同一企業で 7 年継続
して社外取締役をしている者は既に「社外」取締
役ではなく「インサイダー」と見なされる。

次は，イギリスの金融機関である。こちらは
15 名の取締役会メンバーのうち，執行権を持つ
のは 3 名のみである。社外取締役の機能について
は，クレジット・リスクの部長によれば，「15 名
という人数は実質的な議論を行うために適切であ
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る。そもそも金融機関の取締役は極めてリスキー
であり，名前や報酬だけで引き受ける者はいな
い」。しかし，同社の中堅社員によれば，社外と
いう点では取締役より金融当局との関係が重要で
ある。同社では金融不祥事以降当局の求めに応じ
て様々な資料を作成する専属部署が立ち上がり，
当局官僚が銀行内に常駐していると言う。

現在イギリスでは，大企業には会長を除いて取
締役会の過半数は社外取締役でなければならない
という縛りが存在する。ケムブリッジ大学のコー
ポレイト・ガバナンスの専門家によれば一見透明
性が担保されているかに見えるこのやり方は問題
が多い。社外取締役が多くなるほど取締役会は形
骸化し，CEO の専横を助長することになりかね
ないからである。しかも彼らが監督行政の指導に
従って頻繁に交代しなければならないとすれば，
なおさらである。社外取締役の給源は，CEO，
CFO 経験者というのがオーソドックスだが，こ
のプールは数に限りがある。その結果，まるでス
ポーツチームの選手争奪戦を彷彿させる人材の争
奪戦が起り，1 人で 10 社以上の取締役を兼任す
る者までいると言う。

これまで執行権を監視する社外取締役について
述べたが，次は実際に企業経営の舵取りを行う
CEO の選任である。この点については「CEO の
選任は会長以外の全員が社外取締役により構成さ
れる選考委員会で決定しなければならない」とい
う，「透明性」を重視したルールが存在する。先
述した金融機関も，このルールに倣っている。そ
の結果，イギリスでは CEO は社内の登用よりも
ヘッド・ハンターを活用して社外取締役のネット
ワークを駆使した社外からの招聘が主流である。

ケムブリッジ大学のコーポレイト・ガバナンス
の専門家は，社外招聘が好まれるのは，社外の候
補が華々しい業績は開示されている反面，性格や
問題点は社外であるゆえに充分分からないのに対
して，社内候補については後者の情報が「知られ
過ぎている」という点を指摘している。その結果，
他の条件が等しければ，どうしても社外の候補が
優先される。しかしそうなると，トップマネジメ
ントの計画的育成のために存在しているタレント
マネジメントは，単なる「当て馬」探しになって

しまうだろう。
確かにイギリス流は，社外の大きな母集団から

経営者を選び，企業経営を「刷新」できるという
メリットが存在する。しかし現社長が専ら自分の
意に添う人間を後釜に据え，企業を私物化するの
は論外として，法人の舵取りを担う CEO の選任
を社外取締役の委員会に委ねれば，結局代理人で
あるヘッド・ハンターが潤う人事が横行すること
にならないだろうか。「日本では，社長の最も重
要な仕事は次期社長を選ぶことだ」。イギリスの
事例を見る限り，こうした考えを捨て去るのは余
りにも危険であると言わざるを得ない。

Ⅵ　終 わ り に

本稿では，イギリスの労働市場について検討し
た。以下，主要な結果をまとめよう。

まず新規学卒採用の実績は，当該職能が CA な
ど確立した職業団体と対応しているか，募集を行
う企業がホームカントリーか，或いは外資系かに
よって異なるのが実情である。例えば，確立した
職業団体という供給源があれば中途採用を給源と
した方が訓練コストを節約できるし，他方，他の
条件を一定にすればホームカントリーの企業は新
規学卒労働市場において（日系を含む）外資系に
比べて優位性があるだろう。

企業内キャリアに関しては，人事権が本社人事
部に集約され，職能を越える異動が頻繁に行われ
る日本と異なり，イギリスでは従業員のキャリア
はほぼ職能内で完結している。こうした彼我の違
いは，企業内労働市場と外部労働市場，どちらが
人的資源の配分機能として重要であるかの違いを
反映していると言えるだろう。

次に人事・賃金制度であるが，イギリスの賃金
制度は「仕事給」である。しかし，その内実は，
業種によって異なる。これは調査時期の違いがあ
るとも思われるが，1990 年代のイギリス企業で
見られたのは職務給であったのに対して，2000
年代前半に投資銀行の人的資源管理の資本国籍間
比較に従事した際目にしたのはウェイジ・サーベ
イだった。職務給は職務価値によって等級が形成
され，その等級と賃金が対応している。他方，
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ウェイジ・サーベイは，企業内の職務序列ではな
く，仕事の外部（労働市場）価値を賃金で示した
物である。両者は「仕事」をベースにしており，
属人給的な日本の職能資格制度とは異なる点では
共通しているが，「仕事の企業内価値」を表す職
務給に比べて「仕事の外部（労働市場）価値」を
表す投資銀行のウェイジ・サーベイは，より流動
的な労働市場における人材獲得競争に対応してい
ると言えるだろう。

さらに金融機関を対象にして日系企業の企業内
労働市場を深掘りした結果，日本人出向者とロー
カル・スタッフの間には賃金と職位に関する「二
重構造」が存在している。日本人出向者は本社の
職能給によって管理されているのに対して，ロー
カル・スタッフはローカルの労働市場における
ウェイジ・サーベイが賃金を決めている。その背
景にあるのは，日系企業が日系案件への依存度が
高いことや本社との調整に日本人が必要なことで
あり，単にローカル・スタッフを管理職に登用す
れば解決するという簡単なものではない。

最後に取り上げたのは，産業としてのビジネス
スクールと経営者の労働市場である。現在日本で
は社会人大学院が林立しており，且つ社外取締役
導入に関する議論が喧しく，報酬の開示や女性の
登用実績が，投資家の議決権行使の判断基準とな
りつつある（これをスチュワードシップ・コードと
言う）。こうした中で，経営者の労働市場に関す
るイギリスの実情は，「社内育成か社外調達か」
という問題が，ホワイトカラー・管理職層だけで
なく経営者の労働市場にも存在するという意味
で，日本にも貴重な示唆を与えるものと言えるだ
ろう。

 1）従来，日英の「国間比較」に関して行われた研究としては
日 本 の 日 立 と イ ギ リ ス の GE を 比 較 し た ド ー ア（Dore
1973），があるが，ホワイトカラー・管理職層は，スチュワー
ト他（Stewartetal.）（1994），ストレイ = エドワーズ＝シッ
ソ ン（Storey,EdwardsandSisson）（1997）， 八 代（1998）
小池・猪木編（2002），須田（2004）などが挙げられる。

 2）柳田（2004）によれば，知的能力の到達度指標として学歴
や学校歴が幅を利かせている状況を解決し，雇用の流動性に
対応して効果的な職業訓練を実施するためには，学習成果を
評価判定するための「共通基盤の整備」が必要である。これ
が資格である。

　　特に重要であるのは「資格の標準化」であり，それによっ

て初めて多種多様な複数の学習機会を横断して，整合性のあ
る接続が可能になると言う。柳田はこの点を①枠組みの標準
化（共通枠組みの設定と，それに基づく資格の整理統合），
②評価の標準化（共通の評価基盤に基づく評価の実施）の 2
つに分類している。

　　イギリスでは伝統的に職業資格の多くを民間団体が設定し
ており，これらは全く独自に資格を開発授与してきた。その
ために，教育現場や職場において資格に関する情報が十分に
把握しにくくなるという「資格ジャングル」と呼ばれる問題
が生じることになった。しかも各付与団体は，自ら授与して
きた資格に必要な能力を客観的に提示できなかったので，中
央政府による職業資格の標準化が必要とされた。

　　こうして出来上がったのが「全国資格枠組み」である。こ
の枠組みは①普通・一般教育の資格，②職業に関係する資
格，③業務に関する資格，という 3 本立てであり，どの様な
資格であれ，この枠組みにおける水準段階が同じであれば，
同水準と見なされる。柳田は，資格制度の本質的問題として，
①過去の実績を示すばかりの「実績主義」に陥りがちである
こと，②実務の過度なマニュアル化の助長，③資格取得後の
能力低下，④資格の能力との間の乖離，⑤資格要件の不必要
な上昇，といった点を指摘している。以上は，八代（2004）
に依拠する所が大きい。

 3）ここでマクラガンのウェイジ・サーベイについて説明する
と，調査項目は①基本給，②変動給，③長期インセンティブ
の 3 つである。この点を各々のポジションについて，前年と
今年について尋ねる。そして，調査の結果を予め社内で構築
された職務体系の「雛型」に当てはめる。具体的な作業手順
は，下記の通りである。

　①年度の初め（3 月）にジョブ・ディスクリプションを検討
する。

　↓
　②同社が一般化したジョブ・ディスクリプションを，全ての

クライアントに送付し，定義が各社にマッチングするか否か
を判断してもらう。

　↓
　③データのプロセスを行う段階。企業からデータを入手す

る。
　それに基づいて，インターナル，エクスターナル・コンシス

テンシー（社内・社外）を分析し，それに基づいてコンサル
ティングを行う。

　ジョブのカテゴリーについて，エクイティ，フィクスト・イ
ンカム，インベストメント・バンク，インフラ，アセット・
マネジメント，という 5 つのコードがあり，世界統一である。

　インプット・ファイルにはサラリー，ボーナス，トータルコ
ンペンセーションについて当該企業のマーク（下位 25 パー
センタイル，中位，上位 25 パーセンタイル），当該企業を除
く他社のデータ，を提示する。或いは，〇社中〇位という順
位をつけることもできる。他社データは，具体的にどこの企
業と比較したいという要望がつく場合がある。ただマクラガ
ンとクライアント各社は守秘義務の契約を結んでいるので
1：1 の比較することはできない。「最低○社のデータを含め
る」ことが契約上決められている。

　各社がウェイジ・サーベイに参加する理由は，以下の 3 点で
ある。

　まず第 1 点は市場を知ること。他社に人材を引き抜かれない
ため，或いは他社から人材を引き抜くためには，労働条件を
他社とコンペティティブにすることが重要である。第2点は，
トレンドを見ること，具体的には市況によってサラリーや
ボーナスがどの様に変動するかを理解するためである。さら
に，第 3 点は人事制度改定の材料とすることである。

　以上は大手コンサルティング会社の東京本社，及びロンドン
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支社で 2005 〜 2006 年にかけて実施した取材で得られた言明
であり，八代（2017）第 3 章，注 5 に依拠する所が大きい。
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